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高額な外来診療を受ける皆さまへ高額な外来診療を受ける皆さまへ

「認定証」などを提示すれば、窓口での支払いが一定の金額にとどめられます
平成２４年４月１日から

　これまでの高額療養費制度の仕組みでは、高額な外来診療を受けたとき、ひと月の窓口負担が自己負担
限度額以上になった場合でも、いったんその額をお支払いいただいていましたが、平成２４年４月１日からは、
限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。

事前の申請など、詳細は、加入されている健康保険組合、全国健康保険協会、市町村（国民健康保険、後期
高齢者医療制度）、国保組合、共済組合までお問い合わせください。

●「認定証」を提示しない場合は、従来どおりの手続きになります。
（高額療養費の支給申請をしていただき、支払った窓口負担と限度額の差額が、後日、ご加入の健康保険組
合などから支給されます）

　平成２４年４月１日から、高額な外来診療の窓口での支払いが一定の金額でとどめられます。（詳しくは上
記をご覧ください）
　住民税課税世帯の方はこれまで通り「後期高齢者医療被保険者証」を、住民税非課税世帯の方は「後期
高齢者医療被保険者証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口に提示してくださ
い。住民税非課税世帯で交付を希望される方は、役場までお問い合わせください。すでに「限度額適用・標
準負担額減額認定証」が交付されている方は、引き続きお使いください。

高額な外来診療受診者

●７０歳未満の方
●７０歳以上の非課税世帯等の方

７０歳以上７５歳未満で、
非課税世帯等ではない方 必要ありません 「高齢受給者証」を窓口に提示

してください

７５歳以上で、
非課税世帯等ではない方 必要ありません 「後期高齢者医療被保険者証」を

窓口に提示してください

事前の手続き
加入する健康保険組合などに

「認定証」（限度額適用認定証）の
交付を申請してください�

病院・薬局などで

「認定証」を窓口に提示してくだ
さい

後期高齢者医療制度被保険者の方へ
（＝75歳以上の方〔65歳～74歳の障害認定の方も含む〕）

問い合わせ先�
健康課　国保係　８２-２１１１（内線３２２）　群馬県後期高齢者医療広域連合　q０２７-２５６-７１７１

健康保険組合など

事前に
①認定証の申請

③認定証の交付

②認定証を提示
　窓口支払いが
　一定上限額に※

※窓口支払いの上限額（月当たり）は、
　所得に応じて異なります。

高額の外来診療を受けたとき 病院・薬局など

再度お知らせ
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　軽自動車税は、使用している、していないに関係なく、毎年４月１日現在に登録されている所有者にかかり
ます。
　使わない車両や名義変更をしていない車両などは、年の途中で変更されても税金は戻りませんので、３月
末までに手続きを済ませてください。

　縦覧制度については、納税者が他の人の土地や家屋の評価額との比較を通じて、自分の土地や家屋の評価が
適正かどうかを確認していただく制度です。ただし評価額のみの縦覧なので所有者の特定はできません。また、
土地のみを所有している方は土地、家屋のみを所有している方は家屋の評価額を土地・家屋価格等縦覧帳簿に
より縦覧できる制度です。
　閲覧制度では、借地・借家人等に対して、使用又は収益の部分についての固定資産税の課税内容が閲覧でき
ます。
　その他、固定資産評価審査委員会へ審査申出ができる制度もあります。具体的には次のとおりです。

◎審査申出
　納税通知書を受け取り、その内容について疑問がある場合にはお気軽に税務担当におたずねください。
　なお、納税通知書の内容に不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日（通常は納税通知書の交
付を受けた日）の翌日から起算して６０日以内に、町長に対して不服の申立てをすることができます。
　ただし、固定資産の価格について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出（納税通
知書の交付を受けた日後６０日まで）となりますので注意してください。審査の申出は内容により変わり、評価替
基準年度のみの場合があります。

※縦覧・閲覧しようとする人は、本人確認のできる証明書（運転
免許証、パスポート、官公庁発行の写真入り身分証明書、納税通
知書など）の提示が必要です。また、借地・借家人の方は賃貸借
契約書が必要となります。
　なお、代理人は代理人選任届（委任状）が必要になります。

使わないバイクや軽自動車の廃車について

固定資産税の縦覧・閲覧制度と審査申出制度

問い合わせ先　総務課　税務係（内線３３７・３３８）

問い合わせ先　総務課　税務係（内線３３６）

◎縦覧制度（土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧） ◎閲覧制度（固定資産課税台帳の閲覧）

縦 覧 期 間

縦 覧 場 所
縦 覧 時 間
縦覧できる人

縦 覧 内 容

４月１日（月）～４月３０日（火）　（土・日曜日、
祝祭日を除く）
役場　総務課　税務係
午前８時３０分～午後５時１５分まで
町内に資産を所有する納税義務者（納税者）
とその代理人及び同居の親族。
土地は地番、地目、地積、価格。家屋は地番、
種類、構造、床面積、価格。

閲 覧 期 間
閲 覧 場 所
閲 覧 時 間
閲覧できる人

閲 覧 内 容

随時（土・日曜日、祝祭日を除く）
役場　総務課　税務係
午前８時３０分～午後５時１５分まで
①固定資産税の納税者本人とその代理人
②借地人・借家人（家屋の敷地の閲覧を含む）
③固定資産を処分できる人（所有者、商法
の管理人、破産管財人など）
土地は所有者、所在、地番、地目、地積、評価額、
課税標準額
家屋は、所有者、所在、種類、構造、床面積、
基準年度の価格、課税標準額

原動機付自転車（１２５ｃｃ以下）

小型特殊自動車・ミニカ－

二輪の軽自動車
（１２６ｃｃ以上２５０ｃｃ以下）

二輪の小型自動車（２５１ｃｃ以上）

三輪・四輪の軽自動車

下仁田町役場総務課税務係

群馬運輸支局
前橋市上泉町３９９-１

群馬県軽自動車検査協会
前橋市野中町３２２-１

q８２-２１１１

q０５０-５５４０-２０２１（音声案内）

q０２７-２６１-４６２１

車　種 届け出先 電話番号
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�麻しん風しん混合生ワクチンを接種しましょう。麻しん（はしか）は感染力が大変強い感染症です。空気感染も
するので、手洗い、マスクのみで予防はできません。そのため、麻しんワクチンが有効な予防法といわれていま
す。風しん（三日はしか）は妊娠中の感染で、赤ちゃんに白内障・心臓の病気・難聴などの障害が出ることがあり
ます。自分が感染しないためだけではなく、家族や学校など周囲への感染を広げないためにも、接種が必要です。
また、進学や留学などの際に、これらの接種証明が必要になる場合があります。
�定期予防接種の対象者は、年度内に、第１期は１歳になる児、第２期は小学校就学前の１年間にあたる児（年長
児相当）、第３期は１３歳になる方（中学１年生相当）、第４期は１８歳になる方（高校３年生相当）です。
�受けていない方は、２０１３年３月３１日までに接種の場合に限り、公費負担になります。早めに接種をしましょう。
　また、ヒブ（インフルエンザ菌b型）・小児用肺炎球菌は５歳未満まで、任意接種で受けられます。ご希望の方は、
保健センターで申請をしてください。

３月１日（金）～7日（木）は「子ども予防接種週間」です。

問い合わせ先　健康課保健環境係（保健センター内）　q８２-５４９０

認知症を正しく知っていますか？
認知症は予防できるの？
　日　時：平成２５年３月１８日（月）　午後１：３０～２：３０
　会　場：下仁田町文化ホール
　演　題：「認知症の理解と接し方」
　　　　　　～地域で支える認知症～
　講　師：群馬大学大学院　教授　山口　晴保　　

　認知症のご家族を介護されている方、困ってい
ることや悩みなど、先生を交えて他では言えない・
聞けない「ここだけの話」を　しましょう。
　日　時：平成２５年３月１８日（月）
　　　　　午後２：４５～３：３０
　会　場：保健センター　集団検診室

認知症の講演会認知症の講演会

問い合わせ先　健康課保健環境係（保健センター内）　q８２-５４９０
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認知症介護家族交流会

同日開催
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Q.突然訪問してきた業者に屋根塗装工事を勧められ、見積りだけでもさせて欲しいとしつこく言われた。
契約する気はなかったが、「名前だけ書いて欲しい。あくまでも見積り書だから契約書ではない」とのこ
とだったので、サインをした。１か月後、契約したのだから、キャンセルするならキャンセル料を支払うよう
請求があった。支払わなくてはならないか。

�
Ａ.塗装工事をすることに同意していませんので、支払う必要はありません。契約は双方の契約する意思が
あって成立するものですから、書類にサインしたからといって成立するものではありません。契約書は契
約の内容を確認するためのものですから、その前提となる合意がなければいけません。

　安易に書類にサインしてしまうと、このように思わぬ請求を受けることがありますので、不要ならばきっ
ぱり断るようにしてください。断わっても執拗に勧誘される場合は、消費生活センターにご相談ください。

問い合わせ　富岡市消費生活センター　富岡市富岡１４３９-１　あい愛プラザ２階　q６３－６０６６

問い合わせ先　株式会社CRI中央総研（担当：丹羽・宮澤）　q０２７－２５４－３２２０

消費生活 Q A&&

見積書にサインさせ、契約をしたと言い張る業者

群馬県委託事業�
フレッシュマンセミナー開催のお知らせ

契約が有効に成立するために必要なこと
�　契約は合意により成立します。しかし、合意だけで契約が有効に成立するわけではありま
せん。契約の目的・内容が確定しており、実現可能であること、違法ではないこと、社会的に
妥当な内容であることが必要です。

�　また、意思表示が適切に行われている事も必要です。詐欺や強迫、錯誤（勘違い・間違い）、
不実告知（契約の内容について嘘の説明をされた場合）などによって契約をしていないか
どうかが問題となります。

センターからのアドバイス

�群馬県では、新入社員および入社３年目程度までの若年層社員を対象に、社会人としての心構えと
基礎的な知識、あいさつ・ビジネスマナーの習得と定着を目的としたセミナーを開催いたします。ぜ
ひご参加ください。
�開催日時：３月２２日（金）９：３０～１６：３０
�会　　場：群馬県富岡合同庁舎　３階
�対 象 者：企業・事業所に勤務する入社３年目程度までの
　　　　　　若年層社員及び入社予定者
�定　　員：１００名※定員になり次第締め切り
�参 加 費：お一人様１,０００円（昼食代として）
�主　　催：群馬県（産業経済部労働政策課）
�事業受託者：株式会社CRI中央総研


